
議案第１９号 

 

大田原市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

大田原市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （大田原市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 大田原市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（給料表） （給料表） 

第４条 給料表は、別表第１に掲げるとおりとする。 第４条 給料表は、次に掲げるとおりとする。 

 （削る） ⑴ 行政職給料表 別表第１ 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１１条の４ （略） 第１１条の４ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ 

、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ 

、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回



数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、

その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

数を考慮して市規則で定める職員にあっては、その額から 

、その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

オ 使用距離が片道１０ｋｍ以上１２ｋｍ未満である職員 

 ７，３００円 

オ 使用距離が片道１０ｋｍ以上１２ｋｍ未満である職員 

 ７，１００円 

カ 使用距離が片道１２ｋｍ以上１４ｋｍ未満である職員 

 ８，８００円 

カ 使用距離が片道１２ｋｍ以上１４ｋｍ未満である職員 

 ８，５００円 

キ 使用距離が片道１４ｋｍ以上１６ｋｍ未満である職員 

 １０，４００円 

キ 使用距離が片道１４ｋｍ以上１６ｋｍ未満である職員 

 １０，０００円 

ク 使用距離が片道１６ｋｍ以上１８ｋｍ未満である職員 

 １１，５００円 

ク 使用距離が片道１６ｋｍ以上１８ｋｍ未満である職員 

 １１，０００円 

ケ 使用距離が片道１８ｋｍ以上２０ｋｍ未満である職員 

 １２，６００円 

ケ 使用距離が片道１８ｋｍ以上２０ｋｍ未満である職員 

 １２，０００円 

コ 使用距離が片道２０ｋｍ以上２２ｋｍ未満である職員 

 １３，５００円 

コ 使用距離が片道２０ｋｍ以上２２ｋｍ未満である職員 

 １２，９００円 

サ 使用距離が片道２２ｋｍ以上２４ｋｍ未満である職員 

 １５，０００円 

サ 使用距離が片道２２ｋｍ以上２４ｋｍ未満である職員 

 １４，３００円 

シ 使用距離が片道２４ｋｍ以上２６ｋｍ未満である職員 

 １６，６００円 

シ 使用距離が片道２４ｋｍ以上２６ｋｍ未満である職員 

 １５，８００円 

ス 使用距離が片道２６ｋｍ以上２８ｋｍ未満である職員 

 １７，７００円 

ス 使用距離が片道２６ｋｍ以上２８ｋｍ未満である職員 

 １６，８００円 

セ 使用距離が片道２８ｋｍ以上３０ｋｍ未満である職員 

 １８，８００円 

セ 使用距離が片道２８ｋｍ以上３０ｋｍ未満である職員 

 １７，８００円 

ソ 使用距離が片道３０ｋｍ以上３２ｋｍ未満である職員 

 １９，７００円 

ソ 使用距離が片道３０ｋｍ以上３２ｋｍ未満である職員 

 １８，７００円 



タ 使用距離が片道３２ｋｍ以上３４ｋｍ未満である職員 

 ２１，２００円 

タ 使用距離が片道３２ｋｍ以上３４ｋｍ未満である職員 

 ２０，１００円 

チ 使用距離が片道３４ｋｍ以上３６ｋｍ未満である職員 

 ２２，８００円 

チ 使用距離が片道３４ｋｍ以上３６ｋｍ未満である職員 

 ２１，６００円 

ツ 使用距離が片道３６ｋｍ以上３８ｋｍ未満である職員 

 ２３，９００円 

ツ 使用距離が片道３６ｋｍ以上３８ｋｍ未満である職員 

 ２２，６００円 

テ 使用距離が片道３８ｋｍ以上４０ｋｍ未満である職員 

 ２４，９００円 

テ 使用距離が片道３８ｋｍ以上４０ｋｍ未満である職員 

 ２３，５００円 

ト 使用距離が片道４０ｋｍ以上４５ｋｍ未満である職員 

 ２５，９００円 

ト 使用距離が片道４０ｋｍ以上４５ｋｍ未満である職員 

 ２４，４００円 

ナ 使用距離が片道４５ｋｍ以上５０ｋｍ未満である職員 

 ２９，１００円 

ナ 使用距離が片道４５ｋｍ以上５０ｋｍ未満である職員 

 ２６，２００円 

ニ 使用距離が片道５０ｋｍ以上５５ｋｍ未満である職員 

 ３２，３００円 

ニ 使用距離が片道５０ｋｍ以上５５ｋｍ未満である職員 

 ２８，０００円 

ヌ 使用距離が片道５５ｋｍ以上６０ｋｍ未満である職員 

 ３５，５００円 

ヌ 使用距離が片道５５ｋｍ以上６０ｋｍ未満である職員 

 ２９，８００円 

ネ 使用距離が片道６０ｋｍ以上である職員 ３８，７０

０円 

ネ 使用距離が片道６０ｋｍ以上である職員 ３１，６０

０円 

⑶ （略） ⑶ （略） 

３～９ （略） ３～９ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合

には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分

の１２７．５（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５（行

政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上で

あるもの（第２１条第２項において「特定幹部職員」という 



の級が７級以上であるもの（第２１条第２項において「特定

幹部職員」という。）にあっては、６月に支給する場合には

１００分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の１

０７．５）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ 

、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

。）にあっては１００分の１０５）を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００

分の７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるのは「１

００分の６０」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「 

１００分の６２．５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００

分の７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるのは「１

００分の６０」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「 

１００分の６２．５」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を

乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当

の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を

乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当

の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基

準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し 

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基

準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し 

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額



の合計額を加算した額に、６月に支給する場合には１００

分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５ 

）、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５（特

定幹部職員にあっては、１００分の１２７．５）を乗じて

得た額の総額 

の合計額を加算した額に、、６月に支給る場合には１００

分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５ 

）、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５（特

定幹部職員にあつては、１００分の１２７．５）を乗じて

得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支

給する場合には１００分の５０（特定幹部職員にあっては 

 、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１００分

の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．

５）を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、、６月に

支給する場合に１００分の５０（特定幹部職員にあっては 

、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１００分

の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．

５）を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 

職員

の区

分 

 
職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

 
 

円 円 円 円 円 円 円 円 

１ １９５，８００ ２４２，０００ ２７６，３００ ３０９，８００ ３３２，６００ ３６６，８００ ４２０，７００ ４７１，９００ 

２ １９６，９００ ２４３，３００ ２７７，３００ ３１１，３００ ３３４，４００ ３６８，５００ ４２２，６００ ４７７，２００ 

３ １９８，１００ ２４４，７００ ２７８，３００ ３１２，７００ ３３６，２００ ３７０，１００ ４２４，５００ ４８２，１００ 

４ １９９，２００ ２４６，１００ ２７９，３００ ３１４，１００ ３３７，９００ ３７１，７００ ４２６，３００ ４８６，７００ 

         



員以

外の

職員 

５ ２００，３００ ２４７，５００ ２８０，３００ ３１５，５００ ３３９，６００ ３７３，３００ ４２８，１００ ４９０，７００ 

６ ２０２，０００ ２４８，９００ ２８１，３００ ３１６，６００ ３４１，３００ ３７５，１００ ４２９，９００ ４９４，１００ 

７ ２０３，６００ ２５０，３００ ２８２，２００ ３１７，６００ ３４３，０００ ３７６，６００ ４３１，７００ ４９７，０００ 

８ ２０５，２００ ２５１，７００ ２８３，２００ ３１８，８００ ３４４，６００ ３７８，２００ ４３３，５００ ４９９，５００ 

         

９ ２０６，７００ ２５３，１００ ２８４，２００ ３２０，０００ ３４６，２００ ３７９，５００ ４３５，１００ ５０１，５００ 

１０ ２０８，４００ ２５４，３００ ２８５，２００ ３２１，６００ ３４７，９００ ３８１，１００ ４３６，６００ 

 

１１ ２１０，０００ ２５５，６００ ２８６，２００ ３２３，２００ ３４９，６００ ３８２，７００ ４３８，１００ 

 

１２ ２１１，６００ ２５６，９００ ２８７，２００ ３２４，８００ ３５１，２００ ３８４，２００ ４３９，６００ 

 

         

１３ ２１３，１００ ２５８，１００ ２８８，２００ ３２６，２００ ３５２，７００ ３８６，１００ ４４１，１００ 

 

１４ ２１４，８００ ２５９，３００ ２８９，５００ ３２７，８００ ３５４，３００ ３８８，０００ ４４２，４００ 

 

１５ ２１６，５００ ２６０，５００ ２９０，８００ ３２９，４００ ３５５，９００ ３８９，９００ ４４３，７００ 

 

１６ ２１８，２００ ２６１，７００ ２９２，０００ ３３１，０００ ３５７，４００ ３９１，７００ ４４４，９００ 

 

         

１７ ２１９，４００ ２６２，８００ ２９３，２００ ３３２，４００ ３５８，８００ ３９３，２００ ４４６，１００ 

 

１８ ２２１，０００ ２６３，９００ ２９４，５００ ３３４，１００ ３６０，５００ ３９５，０００ ４４７，４００ 

 

１９ ２２２，６００ ２６５，０００ ２９５，７００ ３３５，７００ ３６２，１００ ３９６，７００ ４４８，７００ 

 

２０ ２２４，１００ ２６６，１００ ２９６，９００ ３３７，３００ ３６３，７００ ３９８，３００ ４４９，９００  

         

２１ ２２５，６００ ２６７，０００ ２９７，９００ ３３８，７００ ３６４，８００ ４００，０００ ４５１，１００ 

 

２２ ２２７，２００ ２６８，０００ ２９９，１００ ３４０，４００ ３６６，３００ ４０１，４００ ４５１，９００ 

 

２３ ２２８，８００ ２６９，０００ ３００，３００ ３４２，１００ ３６７，８００ ４０２，８００ ４５２，７００ 

 

２４ ２３０，４００ ２７０，０００ ３０１，６００ ３４３，７００ ３６９，３００ ４０４，２００ ４５３，５００ 

 

         



２５ ２３２，０００ ２７１，０００ ３０２，９００ ３４４，９００ ３７１，０００ ４０５，６００ ４５４，１００ 

 

２６ ２３３，７００ ２７１，９００ ３０３，９００ ３４６，８００ ３７２，８００ ４０６，８００ ４５４，７００ 

 

２７ ２３５，０００ ２７２，７００ ３０４，９００ ３４８，５００ ３７４，４００ ４０８，０００ ４５５，３００ 

 

２８ ２３６，３００ ２７３，６００ ３０５，９００ ３５０，１００ ３７６，１００ ４０９，０００ ４５５，９００ 

 

         

２９ ２３７，６００ ２７４，４００ ３０７，０００ ３５１，６００ ３７７，５００ ４１０，１００ ４５６，６００ 

 

３０ ２３８，７００ ２７５，２００ ３０８，２００ ３５３，２００ ３７８，８００ ４１１，３００ ４５７，４００ 

 

３１ ２３９，８００ ２７６，０００ ３０９，３００ ３５４，８００ ３８０，０００ ４１２，４００ ４５７，８００ 

 

３２ ２４０，９００ ２７６，７００ ３１０，５００ ３５６，４００ ３８１，４００ ４１３，５００ ４５８，５００ 

 

         

３３ ２４２，０００ ２７７，４００ ３１１，６００ ３５８，１００ ３８２，５００ ４１４，２００ ４５９，０００ 

 

３４ ２４２，９００ ２７８，２００ ３１２，９００ ３５９，９００ ３８３，４００ ４１４，９００ ４５９，４００ 

 

３５ ２４３，８００ ２７９，０００ ３１４，２００ ３６１，７００ ３８４，４００ ４１５，５００ ４５９，８００ 

 

３６ ２４４，８００ ２７９，６００ ３１５，５００ ３６３，５００ ３８５，４００ ４１６，２００ ４６０，２００ 

 

         

３７ ２４５，８００ ２８０，３００ ３１６，７００ ３６５，０００ ３８６，２００ ４１６，８００ ４６０，６００ 

 

３８ ２４６，７００ ２８１，１００ ３１８，０００ ３６６，４００ ３８７，１００ ４１７，４００ ４６０，９００ 

 

３９ ２４７，６００ ２８１，８００ ３１９，３００ ３６７，８００ ３８８，０００ ４１７，９００ ４６１，２００ 

 

４０ ２４８，４００ ２８２，５００ ３２０，６００ ３６９，２００ ３８８，８００ ４１８，３００ ４６１，５００ 

 

         

４１ ２４９，２００ ２８３，２００ ３２１，９００ ３７０，７００ ３８９，６００ ４１８，７００ ４６１，８００ 

 

４２ ２４９，９００ ２８３，９００ ３２３，１００ ３７１，５００ ３９０，４００ ４１８，９００ ４６２，１００ 

 

４３ ２５０，５００ ２８４，６００ ３２４，４００ ３７２，４００ ３９１，２００ ４１９，２００ ４６２，４００ 

 

４４ ２５１，１００ ２８５，３００ ３２５，５００ ３７３，４００ ３９１，９００ ４１９，５００ ４６２，７００ 

 

         



４５ ２５１，８００ ２８６，０００ ３２６，４００ ３７４，３００ ３９２，６００ ４１９，８００ ４６３，０００ 

 

４６ ２５２，４００ ２８６，６００ ３２７，７００ ３７５，４００ ３９３，３００ ４２０，１００   

 

４７ ２５３，０００ ２８７，３００ ３２９，０００ ３７６，３００ ３９４，０００ ４２０，４００   

 

４８ ２５３，６００ ２８７，９００ ３３０，３００ ３７７，３００ ３９４，７００ ４２０，７００   

 

         

４９ ２５４，１００ ２８８，６００ ３３１，４００ ３７８，２００ ３９５，２００ ４２０，９００   

 

５０ ２５４，７００ ２８９，２００ ３３２，７００ ３７８，９００ ３９５，８００ ４２１，２００   

 

５１ ２５５，３００ ２８９，９００ ３３３，９００ ３７９，６００ ３９６，４００ ４２１，４００   

 

５２ ２５５，８００ ２９０，６００ ３３５，１００ ３８０，２００ ３９７，１００ ４２１，７００   

 

         

５３ ２５６，２００ ２９１，１００ ３３６，４００ ３８０，６００ ３９７，５００ ４２１，９００   

 

５４ ２５６，６００ ２９１，７００ ３３７，４００ ３８１，２００ ３９８，１００ ４２２，２００   

 

５５ ２５６，９００ ２９２，３００ ３３８，５００ ３８１，８００ ３９８，７００ ４２２，５００   

 

５６ ２５７，２００ ２９３，０００ ３３９，６００ ３８２，５００ ３９９，２００ ４２２，８００   

 

         

５７ ２５７，５００ ２９３，６００ ３４０，３００ ３８２，８００ ３９９，６００ ４２３，０００   

 

５８ ２５７，８００ ２９４，２００ ３４１，２００ ３８３，５００ ４００，２００ ４２３，３００   

 

５９ ２５８，１００ ２９４，８００ ３４１，９００ ３８４，２００ ４００，８００ ４２３，６００   

 

６０ ２５８，４００ ２９５，５００ ３４２，７００ ３８４，８００ ４０１，３００ ４２３，８００   

 

         

６１ ２５８，７００ ２９６，１００ ３４３，５００ ３８５，１００ ４０１，７００ ４２４，０００   

 

６２ ２５９，０００ ２９６，７００ ３４３，９００ ３８５，６００ ４０２，２００ ４２４，３００   

 

６３ ２５９，３００ ２９７，２００ ３４４，４００ ３８６，２００ ４０２，７００ ４２４，６００   

 

６４ ２５９，６００ ２９７，７００ ３４５，１００ ３８６，８００ ４０３，３００ ４２４，８００   

 

         



６５ ２５９，９００ ２９８，２００ ３４５，９００ ３８７，１００ ４０３，６００ ４２５，０００   

 

６６ ２６０，２００ ２９８，８００ ３４６，６００ ３８７，７００ ４０４，０００ ４２５，３００   

 

６７ ２６０，５００ ２９９，３００ ３４７，３００ ３８８，４００ ４０４，３００ ４２５，６００   

 

６８ ２６０，８００ ２９９，９００ ３４７，９００ ３８９，０００ ４０４，７００ ４２５，８００   

 

         

６９ ２６１，１００ ３００，３００ ３４８，４００ ３８９，４００ ４０５，０００ ４２６，０００   

 

７０ ２６１，４００ ３００，８００ ３４９，０００ ３８９，９００ ４０５，３００ ４２６，３００   

 

７１ ２６１，７００ ３０１，３００ ３４９，５００ ３９０，５００ ４０５，６００ ４２６，６００   

 

７２ ２６２，０００ ３０１，９００ ３５０，１００ ３９１，０００ ４０５，８００ ４２６，８００   

 

         

７３ ２６２，３００ ３０２，４００ ３５０，４００ ３９１，５００ ４０６，０００ ４２７，０００   

 

７４ ２６２，６００ ３０２，８００ ３５０，９００ ３９２，１００ ４０６，３００     

 

７５ ２６２，９００ ３０３，１００ ３５１，２００ ３９２，５００ ４０６，６００     

 

７６ ２６３，２００ ３０３，４００ ３５１，６００ ３９２，８００ ４０６，８００     

 

         

７７ ２６３，５００ ３０３，６００ ３５２，０００ ３９３，２００ ４０７，０００     

 

７８ ２６３，８００ ３０３，９００ ３５２，５００ ３９３，７００ ４０７，３００     

 

７９ ２６４，１００ ３０４，１００ ３５３，０００ ３９４，１００ ４０７，６００     

 

８０ ２６４，４００ ３０４，４００ ３５３，５００ ３９４，５００ ４０７，８００     

 

         

８１ ２６４，７００ ３０４，６００ ３５３，８００ ３９４，９００ ４０８，０００     

 

８２ ２６５，０００ ３０４，８００ ３５４，２００ ３９５，４００ ４０８，３００     

 

８３ ２６５，３００ ３０５，１００ ３５４，６００ ３９５，８００ ４０８，６００     

 

８４ ２６５，６００ ３０５，３００ ３５５，０００ ３９６，２００ ４０８，８００     

 

         



８５ ２６５，９００ ３０５，６００ ３５５，３００ ３９６，５００ ４０９，０００     

 

８６ ２６６，２００ ３０５，８００ ３５５，７００ 

 

  

 

  

 

８７ ２６６，５００ ３０６，１００ ３５６，１００ 

 

  

 

  

 

８８ ２６６，８００ ３０６，４００ ３５６，５００ 

 

  

 

  

 

         

８９ ２６７，１００ ３０６，７００ ３５６，７００ 

 

  

 

  

 

９０ ２６７，４００ ３０７，０００ ３５７，１００ 

 

  

 

  

 

９１ ２６７，７００ ３０７，３００ ３５７，５００ 

 

  

 

  

 

９２ ２６８，０００ ３０７，６００ ３５７，９００ 

 

  

 

  

 

         

９３ ２６８，３００ ３０７，８００ ３５８，１００ 

 

  

 

  

 

９４ 

 

３０８，０００ ３５８，４００ 

   

  

 

９５ 

 

３０８，３００ ３５８，８００ 

   

  

 

９６ 

 

３０８，７００ ３５９，１００         

 

         

９７ 

 

３０８，９００ ３５９，４００         

 

９８ 

 

３０９，２００ ３５９，８００         

 

９９ 

 

３０９，５００ ３６０，２００         

 

１００ 

 

３０９，９００ ３６０，６００         

 

         

１０１ 

 

３１０，１００ ３６１，１００         

 

１０２ 

 

３１０，４００ ３６１，５００         

 

１０３ 

 

３１０，７００ ３６１，９００         

 

１０４ 

 

３１１，０００ ３６２，３００         

 

         



１０５ 

 

３１１，２００ ３６２，８００         

 

１０６ 

 

３１１，５００ ３６３，２００         

 

１０７ 

 

３１１，８００ ３６３，５００         

 

１０８ 

 

３１２，１００ ３６３，８００         

 

         

１０９ 

 

３１２，３００ ３６４，２００         

 

１１０ 

 

３１２，６００ 

 

        

 

１１１ 

 

３１３，０００ 

 

        

 

１１２ 

 

３１３，３００ 

 

        

 

         

１１３ 

 

３１３，５００ 

 

        

 

１１４ 

 

３１３，７００ 

 

        

 

１１５ 

 

３１４，０００ 

 

        

 

１１６ 

 

３１４，４００ 

 

        

 

         

１１７ 

 

３１４，６００ 

 

        

 

１１８ 

 

３１４，８００ 

 

        

 

１１９ 

 

３１５，１００ 

 

        

 

１２０ 

 

３１５，４００ 

 

        

 

         

１２１ 

 

３１５，７００ 

 

        

 

１２２ 

 

３１５，９００ 

 

        

 

１２３ 

 

３１６，２００ 

 

        

 

１２４ 

 

３１６，５００ 

 

        

 

         



１２５ 

 

３１６，８００ 

 

        

 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

２００，３００ ２２７，８００ ２６９，５００ ２９０，１００ ３０５，７００ ３３１，９００ ３７４，８００ ４０９，２００ 

第２条 大田原市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（給料） （給料） 

第３条 給料は、大田原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（平成７年条例第１号。以下「休暇等条例」という 

。）第６条第４項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正

規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であって 

、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤

勉手当を除いたものとする。 

第３条 給料は、大田原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例（平成７年条例第１号。以下「休暇等条例」という 

。）第６条第４項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正

規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であって 

、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤

勉手当を除いたものとする。 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１１条の４ （略） 第１１条の４ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 



⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ 

、支給単位期間につき、６６，４００円を超えない範囲内

で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額（定

年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの

通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額

から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた

額） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ 

、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その

額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

(削る) ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離 

」という。）が片道４ｋｍ未満である職員 ３，０００ 

円 

(削る) イ 使用距離が片道４ｋｍ以上６ｋｍ未満である職員 ４ 

，２００円 

(削る) ウ 使用距離が片道６ｋｍ以上８ｋｍ未満である職員 ５ 

，２００円 

(削る) エ 使用距離が片道８ｋｍ以上１０ｋｍ未満である職員 

６，２００円 

(削る) オ 使用距離が片道１０ｋｍ以上１２ｋｍ未満である職員 

 ７，３００円 

(削る) カ 使用距離が片道１２ｋｍ以上１４ｋｍ未満である職員 

 ８，８００円 

(削る) キ 使用距離が片道１４ｋｍ以上１６ｋｍ未満である職員 

 １０，４００円 

(削る) ク 使用距離が片道１６ｋｍ以上１８ｋｍ未満である職員 

 １１，５００円 

(削る) ケ 使用距離が片道１８ｋｍ以上２０ｋｍ未満である職員 



 １２，６００円 

(削る) コ 使用距離が片道２０ｋｍ以上２２ｋｍ未満である職員 

 １３，５００円 

(削る) サ 使用距離が片道２２ｋｍ以上２４ｋｍ未満である職員 

 １５，０００円 

(削る) シ 使用距離が片道２４ｋｍ以上２６ｋｍ未満である職員 

 １６，６００円 

(削る) ス 使用距離が片道２６ｋｍ以上２８ｋｍ未満である職員 

 １７，７００円 

(削る) セ 使用距離が片道２８ｋｍ以上３０ｋｍ未満である職員 

 １８，８００円 

(削る) ソ 使用距離が片道３０ｋｍ以上３２ｋｍ未満である職員 

 １９，７００円 

(削る) タ 使用距離が片道３２ｋｍ以上３４ｋｍ未満である職員 

 ２１，２００円 

(削る) チ 使用距離が片道３４ｋｍ以上３６ｋｍ未満である職員 

 ２２，８００円 

(削る) ツ 使用距離が片道３６ｋｍ以上３８ｋｍ未満である職員 

 ２３，９００円 

(削る) テ 使用距離が片道３８ｋｍ以上４０ｋｍ未満である職員 

 ２４，９００円 

(削る) ト 使用距離が片道４０ｋｍ以上４５ｋｍ未満である職員 

 ２５，９００円 

(削る) ナ 使用距離が片道４５ｋｍ以上５０ｋｍ未満である職員 

 ２９，１００円 



(削る) ニ 使用距離が片道５０ｋｍ以上５５ｋｍ未満である職員 

 ３２，３００円 

(削る) ヌ 使用距離が片道５５ｋｍ以上６０ｋｍ未満である職員 

 ３５，５００円 

(削る) ネ 使用距離が片道６０ｋｍ以上である職員 ３８，７０

０円 

⑶ （略） ⑶ （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっ

ては、規則で定める期間）に係る最初の月（当該月に通勤手

当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあ

っては、その翌月）の規則で定める日に支給する。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（市規則で定める通勤手当にあ

っては、市規則で定める期間）に係る最初の月（当該月に通

勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合

にあっては、その翌月）の市規則で定める日に支給する。 

７～９ （略） ７～９ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２

５（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級

以上であるもの（第２１条第２項において「特定幹部職員」

という。）にあっては１００分の１０６．２５）を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合

には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分

の１２７．５（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務

の級が７級以上であるもの（第２１条第２項において「特定

幹部職員」という。）にあっては、６月に支給する場合には

１００分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の１

０７．５）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ 

、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 



３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「 

１００分の７１．２５」と、「１００分の１０６．２５」と

あるのは「１００分の６１．２５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００

分の７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるのは「１

００分の６０」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「 

１００分の６２．５」とする。 

４～６ (略) ４～６ (略) 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 (略) 第２１条 (略) 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を

乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当

の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を

乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当

の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基

準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し 

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を加算した額に１００分の１０６．２５（特定幹

部職員にあっては、１００分の１２６．２５）を乗じて得

た額の総額 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基

準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し 

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を加算した額に、６月に支給する場合には１００

分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５ 

）、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５（特

定幹部職員にあっては、１００分の１２７．５）を乗じて

得た額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支



５１．２５（特定幹部職員にあっては、１００分の６１．

２５）を乗じて得た額の総額 

給する場合には１００分の５０（特定幹部職員にあっては 

、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１００分

の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．

５）を乗じて得た額の総額 

３～５ (略) ３～５ (略) 

（大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２２年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９条第１項、第２０

条第２項及び第２１条第２項第１号の規定の適用については 

、給与条例第１９条第１項中「管理職員」とあるのは「管理

職員（大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成２２年条例第３０号）第８条第１項の給料

表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。）」と、

給与条例第２０条第２項中「１００分の１２５」とあるのは

「１００分の９５」と、「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の９７．５」と、給与条例第２１条第２項第１

号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５ 

」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の９

０」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９条第１項、第２０

条第２項及び第２１条第２項第１号の規定の適用については 

、給与条例第１９条第１項中「管理職員」とあるのは「管理

職員（大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成２２年条例第３０号）第８条第１項の給料

表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。）」と、

給与条例第２０条第２項中「１００分の１２５」とあるのは

「１００分の９５」と、「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の９７．５」と、給与条例第２１条第２項第１

号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５ 

」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の９

０」とする。 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

特定任期付職員給料表 特定任期付職員給料表 



号給 給料月額 

１ ４０５，０００円 

２ ４５５，０００円 

３ ５０８，０００円 

４ ５７４，０００円 
 

号給 給料月額 

１ ３９２，０００円 

２ ４４０，０００円 

３ ４９２，０００円 

４ ５５５，０００円 
 

別表第２（第９条関係） 

任期付職員給料表 

別表第２（第９条関係） 

任期付職員給料表 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

給料月額 195,800円 242,000円 276,300円 309,800円 
 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 

給料月額 183,500円 230,000円 265,300円 298,800円 
 

第４条 大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９条第１項、第２０

条第２項及び第２１条第２項第１号の規定の適用については 

、給与条例第１９条第１項中「管理職員」とあるのは「管理

職員（大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成２２年条例第３０号）第８条第１項の給料

表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。）」と、

給与条例第２０条第２項中「１００分の１２６．２５」とあ

るのは「１００分の９６．２５」と、給与条例第２１条第２

項第１号中「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００

分の８８．７５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９条第１項、第２０

条第２項及び第２１条第２項第１号の規定の適用については 

、給与条例第１９条第１項中「管理職員」とあるのは「管理

職員（大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（平成２２年条例第３０号）第８条第１項の給料

表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。）」と、

給与条例第２０条第２項中「１００分の１２５」とあるのは

「１００分の９５」と、「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の９７．５」と、給与条例第２１条第２項第１

号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５ 



」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の９

０」とする。 

（大田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 大田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第４条関係） 

  給料表 

職務の級 １級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

 円 円 

１ １９５，８００ ２４２，０００ 

２ １９６，９００ ２４３，３００ 

３ １９８，１００ ２４４，７００ 

４ １９９，２００ ２４６，１００ 

   

５ ２００，３００ ２４７，５００ 

６ ２０２，０００ ２４８，９００ 

７ ２０３，６００ ２５０，３００ 

８ ２０５，２００ ２５１，７００ 

   

９ ２０６，７００ ２５３，１００ 

１０ ２０８，４００ ２５４，３００ 

１１ ２１０，０００ ２５５，６００ 

１２ ２１１，６００ ２５６，９００ 



   

１３ ２１３，１００ ２５８，１００ 

１４ ２１４，８００ ２５９，３００ 

１５ ２１６，５００ ２６０，５００ 

１６ ２１８，２００ ２６１，７００ 

   

１７ ２１９，４００ ２６２，８００ 

１８ ２２１，０００ ２６３，９００ 

１９ ２２２，６００ ２６５，０００ 

２０ ２２４，１００ ２６６，１００ 

   

２１ ２２５，６００ ２６７，０００ 

２２ ２２７，２００ ２６８，０００ 

２３ ２２８，８００ ２６９，０００ 

２４ ２３０，４００ ２７０，０００ 

   

２５ ２３２，０００ ２７１，０００ 

２６ ２３３，７００ ２７１，９００ 

２７ ２３５，０００ ２７２，７００ 

２８ ２３６，３００ ２７３，６００ 

   

２９ ２３７，６００ ２７４，４００ 

３０ ２３８，７００ ２７５，２００ 

３１ ２３９，８００ ２７６，０００ 

３２ ２４０，９００ ２７６，７００ 



   

３３ ２４２，０００ ２７７，４００ 

３４ ２４２，９００ ２７８，２００ 

３５ ２４３，８００ ２７９，０００ 

３６ ２４４，８００ ２７９，６００ 

   

３７ ２４５，８００ ２８０，３００ 

３８ ２４６，７００ ２８１，１００ 

３９ ２４７，６００ ２８１，８００ 

４０ ２４８，４００ ２８２，５００ 

   

４１ ２４９，２００ ２８３，２００ 

４２ ２４９，９００ ２８３，９００ 

４３ ２５０，５００ ２８４，６００ 

４４ ２５１，１００ ２８５，３００ 

   

４５ ２５１，８００ ２８６，０００ 

４６ ２５２，４００ ２８６，６００ 

４７ ２５３，０００ ２８７，３００ 

４８ ２５３，６００ ２８７，９００ 

   

４９ ２５４，１００ ２８８，６００ 

５０ ２５４，７００ ２８９，２００ 

５１ ２５５，３００ ２８９，９００ 

５２ ２５５，８００ ２９０，６００ 



   

５３ ２５６，２００ ２９１，１００ 

５４ ２５６，６００ ２９１，７００ 

５５ ２５６，９００ ２９２，３００ 

５６ ２５７，２００ ２９３，０００ 

   

５７ ２５７，５００ ２９３，６００ 

５８ ２５７，８００ ２９４，２００ 

５９ ２５８，１００ ２９４，８００ 

６０ ２５８，４００ ２９５，５００ 

   

６１ ２５８，７００ ２９６，１００ 

６２ ２５９，０００ ２９６，７００ 

６３ ２５９，３００ ２９７，２００ 

６４ ２５９，６００ ２９７，７００ 

   

６５ ２５９，９００ ２９８，２００ 

６６ ２６０，２００ ２９８，８００ 

６７ ２６０，５００ ２９９，３００ 

６８ ２６０，８００ ２９９，９００ 

   

６９ ２６１，１００ ３００，３００ 

７０ ２６１，４００ ３００，８００ 

７１ ２６１，７００ ３０１，３００ 

７２ ２６２，０００ ３０１，９００ 



   

７３ ２６２，３００ ３０２，４００ 

７４ ２６２，６００ ３０２，８００ 

７５ ２６２，９００ ３０３，１００ 

７６ ２６３，２００ ３０３，４００ 

   

７７ ２６３，５００ ３０３，６００ 

７８ ２６３，８００ ３０３，９００ 

７９ ２６４，１００ ３０４，１００ 

８０ ２６４，４００ ３０４，４００ 

   

８１ ２６４，７００ ３０４，６００ 

８２ ２６５，０００ ３０４，８００ 

８３ ２６５，３００ ３０５，１００ 

８４ ２６５，６００ ３０５，３００ 

   

８５ ２６５，９００ ３０５，６００ 

８６ ２６６，２００ ３０５，８００ 

８７ ２６６，５００ ３０６，１００ 

８８ ２６６，８００ ３０６，４００ 

   

８９ ２６７，１００ ３０６，７００ 

９０ ２６７，４００ ３０７，０００ 

９１ ２６７，７００ ３０７，３００ 

９２ ２６８，０００ ３０７，６００ 



   

９３ ２６８，３００ ３０７，８００ 

９４ 

 

３０８，０００ 

９５ 

 

３０８，３００ 

９６ 

 

３０８，７００ 

   

９７ 

 

３０８，９００ 

９８ 

 

３０９，２００ 

９９ 

 

３０９，５００ 

１００ 

 

３０９，９００ 

   

１０１ 

 

３１０，１００ 

１０２ 

 

３１０，４００ 

１０３ 

 

３１０，７００ 

１０４ 

 

３１１，０００ 

   

１０５ 

 

３１１，２００ 

１０６ 

 

３１１，５００ 

１０７ 

 

３１１，８００ 

１０８ 

 

３１２，１００ 

   

１０９ 

 

３１２，３００ 

１１０ 

 

３１２，６００ 

１１１ 

 

３１３，０００ 

１１２ 

 

３１３，３００ 



   

１１３ 

 

３１３，５００ 

１１４ 

 

３１３，７００ 

１１５ 

 

３１４，０００ 

１１６ 

 

３１４，４００ 

   

１１７ 

 

３１４，６００ 

１１８ 

 

３１４，８００ 

１１９ 

 

３１５，１００ 

１２０ 

 

３１５，４００ 

   

１２１ 

 

３１５，７００ 

１２２ 

 

３１５，９００ 

１２３ 

 

３１６，２００ 

１２４ 

 

３１６，５００ 

   

１２５ 

 

３１６，８００ 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の大田原市一般職の職員の給与に関する条例（次項において「改正後の給与条例」という。）の規

定、第３条の規定による改正後の大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（次項において「改正後の任

期付職員条例」という。）の規定及び第５条の規定による改正後の大田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 



３ 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規

定による改正前の大田原市一般職の職員の給与に関する条例、第３条の規定による改正前の大田原市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例又は第５条の規定による改正前の大田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規

定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規

定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

４ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 


